
一般財団法人 福井国際地域振興 定款

第１章 総則 第１条～第４条

第２章 財産及び会計 第 5条～第 7条

第３章 評議員及び評議員会 第 8条～第 16条

第４章 役員及び理事会 第 17条～第 28条

第５章 定款の変更 第 29条

第６章 附 則 第 30条～第 33条

第１章 総 則

（名称）

第 １ 条 当法人は、一般財団法人 福井国際地域振興 と称する。

（主たる事務所）

第 ２ 条 当法人は、主たる事務所を福井県福井市に置く。

（目的）

第 ３ 条 当法人は、福井県内で就学、就労する外国人留学生、外国人技能実



習生を支援する事業を行ない、もって国際友好を増進するとともに、県内の地

域振興を図ることを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

１ 福井大学国際地域学部に在学する外国人留学生への奨学金給付

２ 福井県内の企業、事業所に在籍する外国人技能実習生への生活支援金及び

一 時金の給付。

３ 福井県内の学校とゆかりのある外国人への創業支援

4 福井県内の学校とゆかりのある外国人が主催する国際交流事業並びに地域

振興支援事業及びスポーツ振興事業に対する支援

５ その他当法人の目的を達成するために必要な事業

（公告の方法）

第 ４ 条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲

示する方法により行う。

第２章 財産及び会計

（設立者の氏名及び住所並びに拠出する財産及びその価額）

第 ５ 条 設立者の氏名及び住所並びに当法人の設立に際して設立者が拠出す

る財産及びその価額は、次のとおりである。



住 所 福井市西方一丁目 6番 9号ビブレ西方 311号

設立者 張 逸 群

拠出財産及びその価額 現金 金３０００万円

（事業年度）

第 ６ 条 当法人の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月末日までの年１期

とする。

（事業計画及び収支予算）

第 ７ 条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前

日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなけ

ればならない。これを変更する場合も、同様とする。

第３章 評議員及び評議員会

第１節 評議員

（評議員）

第 ８ 条 当法人に、評議員３名以上、６名以内を置く。

（選任及び解任）



第 ９ 条 評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。

（任期）

第１０条 評議員の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終の

ものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

２ 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、

前任者の任期の残存期間と同一とする。

（報酬等）

第１１条 評議員は、無報酬とする。ただし、評議員には、その職務を行うた

めに要する費用の支払をすることができる。

第２節 評議員会

（権限）

第１２条 評議員会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下「一

般法人法」という。）に規定する事項及びこの定款で定める事項に限り決議す

る。

（開催）



第１３条 定時評議員会は、毎事業年度終了後３か月以内に開催し、臨時評議

員会は、必要に応じて開催する。

（議長）

第１４条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選

定する。

（決議）

第１５条 評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の過半数が出

席し、出席した当該評議員の過半数をもって行う。

２ 一般法人法第１８９条第２項の決議は、議決に加わることができる評議員

の３分の２以上に当たる多数をもって行う。

（議事録）

第１６条 評議員会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作

成し、出席した評議員及び理事がこれに署名又は記名押印する。

第４章 役員及び理事会

第１節 役 員



（役員）

第１７条 当法人に、次の役員を置く。

（１） 理事 ３名以上、６名以内

（２） 監事 １名以上

２ 理事のうち１名を代表理事とする。

（選任等）

第１８条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

２ 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

（任期）

第１９条 理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のも

のに関する定時評議員会の終結の時までとする。

２ 監事の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関

する定時評議員会の終結の時までとする。

３ 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監

事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

（理事の職務及び権限)



第２０条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、

その職務を執行する。

２ 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。

（監事の職務及び権限）

第２１条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、

監査報告を作成する。

２ 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の

業務及び財産の状況の調査をすることができる。

（解任）

第２２条 理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、その理事又は監事

を評議員会において解任することができる。ただし、監事の解任の決議は、議

決に加わることができる評議員の３分の２以上に当たる多数をもって行わなけ

ればならない。

（１） 職務上の義務に違反し、又は職務を懈怠したとき。

（２） 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと

き。



（報酬等）

第２３条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対 し

ては、報酬等として、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会

において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を支給 すること

ができる。

第２節 理事会

（権限）

第２４条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

（１） 業務執行の決定

（２） 理事の職務の執行の監督

（３） 代表理事の選定及び解職

（招集）

第２５条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集す

る。

２ 理事会の招集通知は、理事会の日の５日前までに各理事及び監事に発する。

ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。



３ 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事

会を開催することができる。

（議長）

第２６条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

（決議）

第２７条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に

加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

（議事録）

第２８条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成

し、出席した理事及び監事がこれに署名又は記名押印する。

第５章 定款の変更

（定款の変更）

第２９条 この定款は、評議員会において、議決に加わることができる評議員

の３分の２以上に当たる多数をもって決議することにより変更することができ

る。



２ 前項の規定は、当法人の目的並びに評議員の選任及び解任の方法について

も適用する。

第６章 附 則

（設立時の評議員）

第３０条 当法人の設立時評議員は、次のとおりとする。

設立時評議員 松田 山列、 木村 亮、 土谷 秀靖

（設立時の役員）

第３１条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとお

りとする。

設立時理事 高嶋 起代子、 陳 競鳶、 張 逸群

設立時代表理事 福井市西方一丁目 6番 9号ビブレ西方 311号

張 逸群

設立時監事 洪 詩鴻

（最初の事業年度）

第３２条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和７年３月末日



までとする。

（法令の準拠）

第３３条 この定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。

（以上）

令和 ６年 ６月２４日


